
 

 

 

観光施設再生・立地支援事業補助金交付要綱 
 

 (趣旨) 

第１条 東日本大震災により被災した県内の観光事業者の復旧・再建の支援と，沿岸地域への
立地を促すことにより，多くの観光客を迎え入れ，地域経済及び地域社会の活性化を図るた
め，観光施設・設備を復旧・再建する者及び沿岸部市町において宿泊施設を設置するグルー
プを構成する者に対して予算の範囲内で観光施設再生・立地支援事業補助金(以下「補助金」
という。)を交付するものとする。その補助金の交付に関しては，補助金等交付規則(昭和５
１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。)に定めるもののほか，この要綱の定める
ところによる。 

 (定義) 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると
ころによる。 
(1) 「中小企業者等」とは，中小企業支援法(昭和３８年法律第１４７号)第２条第１項に

規定する者及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年６月２日法律
第４８号）第２条第１項に規定する者をいう。 

(2) 「観光施設」とは，別表１に定めるものであって，補助事業者の資産として計上する
ものをいう。ただし，他の事業者に貸与することを目的とする施設は除く。 

 (3) 「設備」とは，前号の観光施設に付帯する設備であって，補助事業者の資産として
計上するものをいう。ただし，他の事業者に貸与することを目的とする設備は除く。 

 (交付対象等) 

第３条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)，補助対象経費及び補助
金の額等は，別表２のとおりとする。 

２ 別表２に定める「再生支援型」については，この要綱の施行前の平成２３年３月１１日
から着手又は完了している事業についても，補助対象とする。 

 (交付の申請) 

第４条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，様式第１号によるもの
とし，その提出部数は１部，その提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 前項の申請に当たり，対象経費を算出する際に，別表１に該当する施設が複数ある場合
は，合算してよいものとする。 

３ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は，別
表３のとおりとする。 

４ 申請者は，第１項の補助金交付の申請をするに当たり，当該補助金に係る消費税及び地
方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のう
ち，消費税法(昭和６３年法律第１０８号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除で
きる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和２５年法律第２２６号)の規定による地方消
費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいい，以下「消費税等
仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし，申請時におい
て消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては，この限りでない。 

５ 別表４のいずれかに該当する者は，交付申請をすることができないものとする。 
 (交付の決定) 

第５条 知事は，補助金交付申請の提出があったときは，その内容を審査し，これを適正と 
認めるときは規則第４条の規定により交付の決定を行い，当該申請者に通知する。 

２ 知事は，補助金の交付が適当でないと認めたときは，その旨を申請者に通知する。 

 (交付の条件) 

第６条 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をする場合においては，様式第４号によ



 

 

 

り知事の承認を受けること。 
(2) 補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，様式第５号により知事の承認を受

けること。 
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

においては，速やかに知事に報告してその指示を受けること。 
(4) 前３号に掲げるもののほか，補助金の交付の目的を達成するために必要な条件。 

 (状況報告) 

第７条 規則第１０条の規定による報告は，様式第６号によるものとし，必要に応じ別途知 
事が指示するところにより提出するものとする。 

 (財産の管理及び処分) 

第８条 補助事業者は，当該補助金の交付対象として取得した財産を善良な管理者の注意を 
持って管理するとともに，補助金交付の目的に従って効果的に運用しなければならない。 

２ 補助事業者は，補助事業等により取得し，又は効用の増加した財産で次の各号に掲げる
ものを知事の承認を受けないで，補助金等の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，
貸し付け，又は担保に供してはならない。ただし，補助事業者が補助金等の全部に相当す
る金額を県に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和４０年大蔵省
令第１５号)に定める耐用年数を経過した場合は，この限りではない。 

  一 不動産及びその従物 
  二 取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の設備 
３ 補助事業者は，前項の承認を受けようとする場合は，あらかじめ様式第７号による財産
処分承認申請書を知事に提出し，その承認を受けなければならない。 

４ 知事は，第３項の承認をしようとする場合において，別表５に定める金額を県に納付さ
せることができる。 

 (実績報告) 

第９条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告の様式は，様式第８号に次の各
号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

(1) 補助事業の実施が確認できる書類(売買契約書，工事請負契約書，領収書の写し等) 
及び写真 

 (2) その他知事が必要と認める書類 
２ 前項の規定による報告は，補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算 

して１か月を経過した日又は補助金等の交付を決定した年度の翌年度の４月２０日のいず
れか早い期日までに行うものとする。 

３ 補助事業者は，第４条第４項ただし書の定めるところにより交付の申請を行った場合に
おいて，実績報告を提出するに当たり，当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになっ
た場合には，これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

 (補助金の交付) 

第１０条 この補助金は，規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとす 
る。その交付に係る請求書の様式は，様式第９号によるものとする。ただし，知事が補助
事業の遂行上必要と認めたときは，規則第１５条ただし書の規定により概算払により交付
することができる。 

２ 前項ただし書による補助金の概算払を受けようとする補助事業者は，様式第１０号によ
る補助金概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 (消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還) 
第１１条 補助事業者は，補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕
入控除税額が確定した場合には，速やかに様式第１１号により知事に報告するものとする。 

２ 知事は，前項の報告があった場合には，当該消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返
還を命ずるものとする。 



 

 

 

 (補助金に係る経理) 

第１２条 補助事業者は，補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を
整備し，かつ，これらの書類を補助事業が完了した日に属する会計年度の終了後５年間保
存しなければならない。 

(他事業との併用の制限) 

第１３条 本事業の交付決定を受けた後に，県が実施する東日本大震災における施設設備関連

の復旧・復興補助事業の交付決定を受けた者は，様式第５号により知事に申請し，廃止の

承認を受けなければならない。 

 (その他) 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，補助金に関し必要な事項は，別に定める。 
   附 則  

１ この要綱は，平成２６年４月１日から施行し，平成２６年度予算に係る補助金に適用す
る。 

２ この要綱は，平成２６年度から平成２９年度までの各年度において，当該補助金に係る
予算が成立した場合に，当該補助金にも適用するものとする。 

   附 則  

１ この要綱は，平成３０年６月８日から施行し，平成３０年度予算に係る補助金に適用す
る。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，
当該補助金にも適用するものとする。 

   附 則  

１ この要綱は，令和元年５月３０日から施行し，令和元年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，
当該補助金にも適用するものとする。 

 



 

 

 

別表１ 観光施設(第２条関係) 
 

 区 分  施  設  備     考 

観 

光 

施 

設 

宿泊施設 
 ホテル，旅館， 

 簡易宿所等 

 旅館業法(昭和２３年法律第１３８号)第２条第１項に規

定するホテル営業，旅館営業，簡易宿所営業及び下宿営業

の用に供する施設 

その他  観光集客施設  知事が特に認めるもの 

※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)第２

条第６項第４号の営業に供する施設及びそれに類するものと知事が認める施設を除く。 

 



 

 

 

別表２ 補助事業，補助対象経費及び補助金の額(第３条関係) 

補助対象事業  再生支援型 

補助対象者  東日本大震災により被災した観光施設・設備を復旧・再建する中小企

業者等 

補助対象施設  観光施設 

補助対象経費 

 

１ 下記の経費を対象とするが，いずれも再建・復旧する場合に限る。 

(1) 被災した施設及び設備の解体撤去に要する経費 

(2) 被災した建物の修復及び建替に要する経費 

(3) 被災した設備の修繕又は入替に要する経費 

(4) 施設及び設備に付帯する工事に要する経費 

(5) 診断・調査後に工事を行う場合の耐震診断・地盤調査に係る経費 

(6) 土地復旧費 

２ その他 

(1) 他の事業者に貸与することを目的とする施設及び設備は除く。 

(2) 対象となる施設が複数ある場合，対象経費の合算を可とする。 

(3) 土地の取得に係る経費は除く。 

 (4) 住宅と事業用建物が一体となっている場合，事業用部分に係る額

(全体の経費に，建物の延床面積に占める事業用部分の床面積の割合

を乗じて得られた額)とする。 

(5) 「設備」については，資産として計上する建物附帯設備及び単価

１０万円以上のものを補助対象とする。 

(6) 補助金の対象範囲は，被災前の当該施設・設備の種別・規模等の

同程度を原則とする。ただし，知事が必要と認める場合はその限り

ではない。 

補助金の額等 

 

  補助率 １／２ 

   補助金額に千円未満の端数が生じた場合，切り捨てるものとする。 

補助上限額１０，０００千円 

  補助下限額 １，０００千円 

   経費の２分の１に相当する額が１，０００千円(税抜き)を下回る

場合には補助金を交付しない。 



 

 

 

 

補助対象事業  宿泊施設立地支援型 

補助対象者  沿岸部市町において，共同で費用負担することにより宿泊施設を設置

する，被災宿泊事業者を含む複数の事業者によるグループの構成員 

補助対象施設  宿泊施設 

補助対象者の要件 １ 沿岸部市町 

沿岸部市町とは，下記の１５の市町をいう。 

  ①仙台市(ただし，宮城野区，若林区に限る) ②石巻市 ③塩竈市 

  ④気仙沼市 ⑤名取市 ⑥多賀城市 ⑦岩沼市 ⑧東松島市 ⑨亘理町 

  ⑩山元町 ⑪松島町 ⑫七ヶ浜町 ⑬利府町 ⑭女川町 ⑮南三陸町 

２ 共同で費用負担することにより宿泊施設を設置すること。 

(1) 当事業で設置する宿泊施設は，沿岸部市町に立地するものとする。 

(2) グループ内の各申請者は，宿泊施設設置の費用負担を共同で行う

 ものとする。また，グループには補助下限を満たす費用負担を行う者

 が２者以上含まれており，うち１者以上は被災宿泊事業者であること

 を要する。 

３ 被災宿泊事業者を含む複数の民間宿泊事業者によるグループの構成

員であること。 

(1) 被災宿泊事業者とは，東日本大震災により，沿岸部市町に所在す

 る宿泊施設に全壊又は大規模半壊の被害を受けた中小企業者等をい

 う。 

(2) 被災宿泊事業者は，旅館業の営業許可を受け，当宿泊施設の運営

 に主体的に携わることを要する。また，被災宿泊事業者以外の申請

 者も，運営に参画するものとする。 

(3) 以下に定める者は，自身も被災宿泊事業者でない限り，グループ

  の構成員として，申請者となることができない。 

   イ  被災宿泊事業者が個人の場合，当被災宿泊事業者の親族(六親

   等内の血族，配偶者，三親等内の姻族)及び当被災宿泊事業者が

   役員を務める法人 

   ロ 被災宿泊事業者が法人の場合，当被災宿泊事業者の役員，役員

   の親族 

４ その他 

(1) 申請者は，設置する宿泊施設において，地域住民を雇用するよう

 努めるものとする。 

(2) 地域住民とは，東日本大震災発生時に既に県内に居住していた者

 をいう。 

 



 

 

 

補助対象経費 １ 下記の経費を対象とするが，いずれも沿岸部市町に宿泊施設を新た

に設置する場合に限る。 

(1) 施設及び設備の解体撤去に要する経費 

(2) 建物の建設，修復及び建替に要する経費 

(3) 設備の設置，修繕又は入替に要する経費 

(4) 施設及び設備に付帯する工事に要する経費 

(5) 診断・調査後に工事を行う場合の耐震診断・地盤調査に係る経費 

(6) 土地復旧費 

２ その他 

(1) 他の事業者に貸与することを目的とする施設及び設備は除く。 

(2) 対象となる施設が複数ある場合，対象経費の合算を可とする。 

(3) 土地の取得及び造成に係る経費は除く。 

 (4) 住宅と事業用建物が一体となっている場合，事業用部分に係る額

(全体の経費に，建物の延床面積に占める事業用部分の床面積の割合

を乗じて得られた額)とする。 

(5) 「設備」については，資産として計上する建物附帯設備及び単価

１０万円以上のものを補助対象とする。 

 (6) 申請時点で既に宿泊施設として使用している建物の改築，修繕，

増築等に係る費用は補助対象としない。 

補助金の額等 
１ 被災宿泊事業者 

補助率 １／２ 

   補助金額に千円未満の端数が生じた場合，切り捨てるものとする。 

補助上限額１０，０００千円 

  補助下限額 １，０００千円 

    経費の２分の１に相当する額が１，０００千円(税抜き)を下回る

場合には補助金を交付しない。 

２ 被災宿泊事業者以外 

補助率 １／３ 

   補助金額に千円未満の端数が生じた場合，切り捨てるものとする。 

補助上限額 ７，０００千円 

  補助下限額 １，０００千円 

   経費の３分の１に相当する額が１，０００千円(税抜き)を下回る

場合には補助金を交付しない。 

 



 

 

 

別表３ 補助金交付申請書添付書類(第４条関係) 

補助対象事業  再生支援型 

添付書類 １ 事業計画書(様式第２号の１) 

２ 復旧・再建の対象が観光施設に該当することを説明する書面 

(被災施設の旅館業法の許可の写し又はパンフレット等) 

３ (被災宿泊事業者の場合)罹災証明等市町村が施設が被災したことを

証明する書類 

 上記の書類がない場合は，施設が被災したことを客観的に確認でき

る写真 

４ 住宅と事業用施設が一体となっている場合には，全体の延べ床面積

に対する事業用部分の延べ床面積の割合が確認できる書類(平面図等) 

５ 復旧する事業用建物の位置図 

６ 復旧に要する経費が確認できる書類(見積書，売買契約書，工事請負

契約書，明細書等) 

７ 法人の場合は定款又は登記事項証明書(全部事項)，個人の場合は住

民票抄本 

８ 県税の納税証明書 

９ 暴力団排除に関する誓約書(様式第３号)及び役員等名簿 

１０ その他知事が必要と認める書類 

 



 

 

 

 

補助対象事業  宿泊施設立地支援型 

添付書類 １ 事業計画書(様式第２号の２) 

２ (被災宿泊事業者の場合)復旧・再建の対象が宿泊施設に該当するこ

とを説明する書面 

  (被災施設の旅館業法の許可の写し又はパンフレット等) 

３ (被災宿泊事業者の場合)罹災証明等市町村が施設の罹災程度が全壊

又は大規模半壊であると証明する書類 

 上記の書類がない場合は，施設の罹災程度が全壊又は大規模半壊で

あると客観的に確認できる写真 

４ 設置する宿泊施設の図面 

５ 設置する宿泊施設の位置図 

６ 設置に要する経費が確認できる書類(見積書，売買契約書，工事請負

契約書，明細書等) 

７ 法人の場合は定款又は登記事項証明書(全部事項)，個人の場合は住

民票抄本 

８ 県税の納税証明書 

９ 暴力団排除に関する誓約書(様式第３号)及び役員等名簿 

１０ その他知事が必要と認める書類 



 

 

 

別表４ 交付申請できない者(第４条関係) 

補助対象事業  再生支援型 

交付申請できない者 １ 県が実施する東日本大震災における施設設備関連の復旧・復興補助

事業の交付を受ける者 

２ 暴力団排除条例(平成２２年宮城県条例第６７号)に規定する暴力団

又は暴力団員等 

３ 県税に未納がある者 

 

補助対象事業  宿泊施設立地支援型 

交付申請できない者 １ 被災宿泊事業者 

(1) 同一施設に対して，県が実施する東日本大震災における施設設備

関連の復旧・復興補助事業の交付を受ける者 

(2) 暴力団排除条例(平成２２年宮城県条例第６７号)に規定する暴力

団又は暴力団員等 

(3) 県税に未納がある者 

２ 被災宿泊事業者以外 

(1) 暴力団排除条例(平成２２年宮城県条例第６７号)に規定する暴力

団又は暴力団員等 

(2) 県税に未納がある者 

 

 



 

 

 

別表５ 財産処分時の財産処分納付額(第８条関係) 

補助対象事業  再生支援型 

財産処分納付額  有償譲渡又は有償貸付けを行った場合，処分制限財産に係る補助金額

を上限として，譲渡額又は貸付額(ただし，当該譲渡額又は貸付額が残

存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比して著しく

低価である場合において，その理由を合理的に説明することができない

ときは，残存簿価相当額又は鑑定評価額)に補助率(補助金交付額が事業

額に占める割合その他の適切な比率。以下同じ。)を乗じて得た額とす

る。 

 
 

補助対象事業  宿泊施設立地支援型 

財産処分納付額 １ 有償譲渡又は有償貸付けに係る納付額は，処分制限財産に係る補助

金額を上限として，譲渡額又は貸付額(ただし，当該譲渡額又は貸付額

が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比して著

しく低価である場合において，その理由を合理的に説明することができ

ないときは，残存簿価相当額又は鑑定評価額)に補助率(補助金交付額が

事業額に占める割合その他の適切な比率。以下同じ。)を乗じて得た額

とする。 

２ 転用，無償譲渡，無償貸付け，交換，取壊し又は廃棄の場合の納付

額は，残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額とする。ただし，鑑定評

価を行う場合には，鑑定評価額に補助率を乗じた金額と前記の金額で高

い方とする。 

３ 担保に供する処分における担保権実行時の納付額は，(1)における有

償譲渡の場合と同じ額とする。 

 


